
再分配 が作 り出す 貧 困大国 ニ ッポ ン

大沢 真理

1.課 題 と狙 い

私が本報告で述べたい ことは次 の3点

である。第一 に世界の主要国のなかで 日

本には、アメ リカについで最 も分厚い貧

困層が存在 してお り、まぎれもな く貧困

大国で ある。第二に貧困者の大多数 は、

シングルマザーや一人暮 らし高齢女性 に

代表 され る女性である。第三に、 日本の

税 ・社会保障制度では貧困を緩和す る効

果がきわめて貧弱であるが、そればか り

でなく子 どもや母子世帯では、税制や社

会保障制度が作用す ることによって実際

に貧困率が高 くなる。 これ らが確認でき

るのは、データの制約上、2000年 前後の

時点であるが、その うえに今回の世界金

融経済危機が襲いかかったのだ。

世界経済危機の克服にかん して、麻生

太郎首相は2009年1月30日 に、世界経

済フォーラム年次総会(ダ ボス会議)で

演説 し、 日本 を含む(経 常収支)黒 字国

が外需依存か ら脱却 して内需にもとつ く

成長をとげる必要があ り、世界第2位 の

日本経済が活力 をと り戻す ことが 「責務」

である と述べた。

だが、成長を外需に依存す るよ うな経

済構造 は、1990年 代 の後半以降、とくに

2000年 以降に出現 した ものである。政府

の通商 白書や経済財政 白書も述べ るよう

に、近年の景気は2002年2月 か ら2007

年10,月 まで69か 月のあいだ拡大 し、拡

大期間は 「戦後最長」だった。その間の

実質GDP成 長率について需要項 目別の

寄与度を見 ると、なんと60%が 輸出であ

って、かつては半分近 く寄与 していた民

間消費 は、この間では約36%の 寄与にす

ぎなかった。 この景気 回復 は株 主への配

当や役員給与 を大いに増大 させたが、過

去 の景気 とは異なって今回は、雇用の増

大はさほどではな く、雇用者の実質所得

はまったく伸びなかった。 しか も、本稿

で見るように政府 の政策 は、消費を促 し

た り雇用者所得 を伸 ばす方向よ りも、抑

制を助長す る方向で関与 してきた。

麻生政権の経済政策は、このよ うな構

造そのものの転換を 目指 してはいない。

かえって、「生活防衛」のために打 ち出 し

たはずの緊急対策で、3年 後に消費税率

を引き上げることを目玉の一つにす るな

ど、内需の肝心な部分 を担 うべき個人消

費 に水 をかけよ うとしている。

麻生内閣は12,月24日 には、「持続可能

な社会保障構築 とその安定財源確保 に向

けた 「中期プ ログラム」」を閣議決 定 した。

閣議決定は 「堅 固で持続可能な 「中福祉 ・

中負担」の社会保障制度 の構築」を掲げ

るが、ほとん どの字数は、「中負担」の確

保、つま り消費税率 を引き上げる方針に

費や された。 「質の高い 「中福祉」」の内

容は、11月4日 に提 出された社会保 障国

民会議の最終報告に譲 られている。

しか し、社会保障国民会議(以 下、国

民会議)の 報告書を読解すると、 日本政

府は生活保障システムの危機的状態を正

視 しようとせず、あ るべ き改革 について

選択不能の状態に陥っていると懸念 され

る(第2節)。 第3節 では若干の国際比較

か ら、日本の税 ・社会保障制度が、不平等

の緩和や貧 困削減 とい う役割 に照 らして、
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機能不全 とい うよ り逆機能 の状態 にある

と論 じる。第4節 では失業時の所得補償

と医療保 障にそ くして、生活保障 システ

ムを比較検討す る。第5節 では年金制度

をとりあげ、それがたんに空洞化 してい

るだけでな くむ しろ社会的排除の装置 と

なっている恐れ を指摘する。

2.現 状 を正 視 しない社会保障国民会議

国民会議は現状をいかに把握 し、 どの

よ うな対策 を示 したのか。国民会議が現

状認識 を比較的率直に述べたのは6月19

日の中間報告である。す なわち現在直面

する課題 として、「少子化対策への取 り組

みの遅れ」、「高齢化 の一層の進行」、「医

療 ・介護サー ビス提供体制の劣化」、「セ

イフティネ ッ ト機能の低下」、そ して 「制

度への信頼の低下」 をあげた(社 会保障

国民会議2008a:4-6)。

そ して今後の社会保 障改革 の基本方向

について、「社会保障の機能強化」に重点

を置 くべ きだと述べ る。だが、それまで

の 「構造改革」路線 と決別 したわけで も

ない。 なによ りも、機能強化 と直結 して

いるはずの 「セイ フティネ ッ ト機能の低

下」 とい う課題 を把握するなかで、国民

会議 は奇妙 なまでに主体性 を回避 してい

る。

す なわち、① 「労働 市場の二極化 ・格

差の固定化」により、非正規労働者 で雇

用者社会保険から脱落する者 が増大 した

「との 批 判が ある」(以 下、 ゴチ ック体

は引用者 による)。②また、必要な社会保

障改革(非 正規労働者への社会保 険適用

拡大な ど)が おこなわれなかったために、

労働市場の二極化や非正規労働者 の増大

が 「増幅」 され た 「との批 判 も ある」。

③ さらに一人暮 らし高齢者の増加や ワー

キングプアなどの課題 にたい して社会保

障の 「生活保 障機能 、所得再分配機能が

十分働 いていない、 との批 判 もあ る」

(社会保障国民会議2008a:5)。

これは明 らかに社会的排除に言及 して

い るのだが、国民会議 としての認 識では

ない。批判があると繰 り返すだけで、誰

がその よ うな批判を しているのか も明 ら

かでない。他 の課題 については国民会議

は自らの認識 を明言 しているのであ り、

ま さに"他 人事"の よ うな 「セイフテ ィ

ネ ッ ト機能の低下」の記述は、異彩を放

つ。ただ国民会議 はそれ らの 「批判」に

反論 もしていないので、事実上、批判が

妥当 してい ると認 めていることになる。

なんとも不確かな姿勢である。

そのた めだ ろ う。 「機 能強化 のための

改革」の提言 も明確 とはいえない。最大

の懸案 とい うべき年金改革にかん しては、

現状維持 を含む複数の改革案 につ いて、

将来の保険料負担や国庫負担の財源規模、

および個々の家計や企業への影響 をシミ

ュ レーシ ョンし、各案の 「メ リッ トとデ

メ リッ ト」を整理 した。 しか し最終報告

に至って も、国民会議 としては 「議論 が

さらに深まることを期待す る」のみで、

選撫 ま示 さなかった。

さて私は、「セイフテ ィネ ッ ト機能の低

下」について、 「との批 判 」 と言及 され

た論点 を、 この数年発言 してきた。また

次節 で見 る よ うに、経済 協力 開発機 構

OECDが 近年発表 した資料や報告書は、

目本の政策当事者や研 究者に深刻 な反省

と緊急の対処 を迫 っている。 にもかかわ

らず、国民会議がそれ らを顧慮 した とは

思われない。
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3.日 本 の税 ・社会 保 障制度 は逆機 能

してい る

第一に要点か ら述べ よう。表1は 、太

田清 が2006年OECD対 日経済審査報告

を検 証 しっ つ作成 した もの に基 づ く。

2000年 頃の時点 で 目本 の相 対的貧 困率

と所得不平等度 が、OECD14か 国の どの

ような位置にあるかを要約 してい る。相

対的貧 困とは、1人 当た り所得の中央値

の50%に 満たない低所得をいい、可処分

所得 とは、市場所得(当 初所得 ともい う)

か ら税 と社会保 障負担を差 し引き、社会

保 障給付 を加 えたものである。見 られ る

よ うに 日本の不平等度 も相対的貧 困率 も、

市場所得 レベルでは14か 国のなかで低

いほ うであるのに、可処分所得 レベルで

は トップクラスに出て しま う。

表10ECDI4か 国のジニ係数 と相対 的貧困率にお

ける 日本 の順位(2000年 頃)

注)14か 国 は オ ー ス トラ リア 、カ ナ ダ 、デ ンマ ー ク 、

フ ィ ンラ ン ド、 フ ラ ン ス 、 ドイ ツ、 イ タ リア 、 日

本 、 オ ラ ンダ 、 ニ ュー ジ ー ラ ン ド、 ノル ウ ェ ー 、

ス ウ ェ ー デ ン 、 イ ギ リス 、 ア メ リカ で あ る。

出典)太 田2006;表2-1を 要 約

ちなみ に、市場所得 レベルの相対的貧

困率は諸国の中で低い方であ りなが ら、

税 ・社会保障制度 の効果が薄いために可

処分所得 レベルの貧 困率が トップ クラス

に出る国 としては、 日本以外にア メリカ、

カナダがある。逆にフランス、 ドイツな

どは、市場所得 レベル の相対的貧 困率が

トップ レベルでも、税 ・社会保 障制度 の

効果が大き く、可処分所得 レベル の貧困

率 は低い方 となる(Jones2007:21)。

これ らの統計を正視す るな ら、 日本の

生活保 障システムが機能低下ない し機能

不全 に陥ってい るとい う点に異論は少な

いはずだ。私 が強調 したいのは、システ

ムが機能不全 とい う以上に 「逆機 能」 し

ている面である。 日本では、後述するよ

うに、税 ・社会保 障制度の再分配効果や

貧困削減効果がきわめて貧弱であるに と

どま らず、実際に子 どもの貧困を増大 さ

せている。また、第5節 で見 るよ うに、

社会保険制度の設計そのものが、年金 か

らの偽装脱退や記録 改窟 といった脱法性

(排除)を 招 き、労働 市場の非正規化 を増

幅 している。

しか も機能 といい逆機能 といい、ジェ

ンダーに中立ではない。 国民会議 が留意

した 「批判 」にか らめていえば、第4節

でふれ るよ うに、雇用が猛然 と非 正規化

してい るのは女性 である。女性が雇用者

の社会保険に包摂 され る割合 は、1970年

代なかばから低下 し続けている。 そ して
一人暮 らし高齢者 の大多数は女性 なので

ある。

そこで第二に、税 ・社会保 障制度 が国

民経済 に占める規模 を簡単に見よ う。 と

い うのは、政府の収入や支 出は、その規

模そのものが女性の稼得力などと相関す

ると推測 され るか らだ。た とえば西 ヨー
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ロッパ と北米の15か 国の研究に よれば、

課税水準が高 く社会保障所得移転が高い

国で、貧困なシングルマザーは少 なく、

夫婦の収入合計に占める妻 の収入 の比率

は高かった。

政府の収入面につい て、租税 と社会保

障負担 の合計が国民所得NIに 占める比

率 を見ると、2000年 でも、2005-08年 で

も、 日本は、OECD諸 国のなかで最 も低

いグループに属す る。政府 の支出面では、

日本は現金社会移転が少ない反面で、公

共事業支出は大きかった(財 務省2003:

9)。 小 さな福祉政府で大きな土建政府 と

特徴づけ られ るだろ う

政府 の収入 の うち、租税 と社会保障負

担 の比重 には小 さくない変化があった。

租税負担率(対NI比)が1990年 度か ら

2004年 度までほぼ一貫 して低下 したの

にたい して、社会保障負担率が一貫 して

上昇 し、200!年 度には社会保障負担が国

税収入 を上 回 るよ うにな った。1990-

2002年 に一貫 して租税負担率が顕著 に

低下 したのは、OECD諸 国で 日本だけで

ある(生 活経済政策研究所2007:13)。

租税負担率の低下が どのよ うに起 こっ

た か とい う内訳 か ら、大 きなジ ェンダ

ー ・インパ ク トが示唆 される。すなわち、

1990年 代末か ら企業 と高所得者 ・資産家

への課税を軽減す ることによ り、国税の

なかでも直接税収が削減 された。国税収

入に 占める直接税の割合は、90年 代初 め

の74%程 度か ら98年 度以降は60%程 度

とな り、比重を増 した間接税収 は、消費

税 を中心 とす る(国 税収入 の7%程 度 か

ら20%へ)。

一律5%の 日本 の消費税 は逆進的であ

り、一人暮 らし高齢女性や母子世帯、低

所得子育て世帯など、消費性向(可 処分

所 得 に 占め る消費支 出の割 合)が とくに

高 い世 帯 に とって 、不 釣合 い に重 い税 で

あ る。よ うす るに 目本 の財 政 の収入 面 は 、

この10数 年 の あい だに 、高所得 者 に優 し

く、低 所得 者 に冷 た い とい う性 質 を大い

に強 めた とい え る。

第三 は 、そ の結 果 と して ど うい う状 況

が現れ た の か、で あ る。 上記 の表1に ご

く一端 が 表示 され て い る事情 を、 こ こで

や や詳 しく紹介 しよ う(デ ー タの存否 に

よって比 較対 象 国の数 は異 な る)。OECD

の2006年 対 日経済 審 査報 告や2007年 の ワ

ー キ ングペー パー に よれ ば 、2000年 の 日

本 の全人 口につ いて 、相 対的 貧 困者 比 率

は15.3%でOECD26か 国 中5番 目に高 く、

可 処 分 所 得 の不 平 等 度(ジ ニ係 数)は

31.4とOECD23か 国 中8番 目に高 か った

(Jones2007=27)o

労働 年 齢 人 口(18歳 ～65歳 未満)で は

2000年 の 可処 分 所 得 ベ ー ス の相 対 的 貧

困者 比 率 は13.5%で 、ア メ リカの13.7%

につい で高 か った(OECD平 均 は8.4%)。

1999年 に、労働 年齢 人 口で政府 か ら給 付

を受 け る人 口の比 率 は1L4%に す ぎな

か った(OECD16か 国平均 は19.7%)。 こ

の よ うに貧 困者 比率 よ り受 給者 比 率 が低

い 国 は 、 日本 の ほ か に な か っ た の だ

_(Jones2007:21,23-24)o

高齢 人 口を見 る と、2000年 の 日本 での

可 処分所 得 の不 平等 度 は 、表1が 示す よ

うにOECD14か 国 中2番 目に高 か った。

また そ の相 対 的貧 困者 比 率 は21.1%で 、

OECD24か 国 中7番 目に高か っ た(Jones

2007:27)。

性別 の状 況 を把握 す るた めに、 白波 瀬

佐 和子 によ る単独世 帯の貧 困 比率 の分 析

を参照 す る と、2001年 には男性 の21.6%

にた い して女性 で は42.0%と 倍 近 い。60
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代 の男性 で29.8%、 女 性 で44.0%、70

代 以 上 の男 性 で28.5%に た い して 女性

で は48.7%だ っ た(白 波 瀬2006:69)。 一

人暮 ら し高齢 女性 の半数 近 くが貧 困 と見

な けれ ば な らない。2008年1-2月 に は

内 閣府 男女 共 同参画 局 が、全 国 の55-74

歳 男 女各2000人 に 関す る調 査 をお こ な

い 、女性 単独 世 帯 の約 半数 が年 収180万

円未 満 で あ る とい う結 果 を得 た。 離別 女

性 の経 済状 況 は とくに厳 しく、都 市部 で

住 宅費 用負 担 が重 い こ とな どが明 らかに

な っ た(内 閣府2008)。

税 ・社 会保 障の再 分 配効 果(当 初 所 得

の ジ ニ係 数 と可 処 分 所 得 の ジ ニ係 数 の

差)は ど うか。2000年 につ いて 日本 の9.7

にた い してOECD14か 国 平均 は15.2で あ

り(Jones2007:15)、 日本 の 再分 配効 果

は薄 い。 い っぽ う貧 困削減 効 果 は、2000

年 の 労働 年 齢 人 口に つい て 日本 で は3.0

にす ぎず 、OECD17か 国 中最 低 だ っ た

(Jones2007=21)。

OECDの 別 の ワー キ ングペ ーパ ー で子

どもの貧 困率 を見 る と、 図1(46頁)が 示

す よ うに、税 と社 会保 障 に よ る移 転 の前

後 で 、1980年 代 、90年 代 なか ばお よび

2000年 前後 の3時 点 で、日本 で のみ一 貫

して 、移転 以 前 よ りも以後 のほ うが貧 困

率 が 高い。

また、2000年 の 日本 の子 どもがい る世

帯 で 、可処 分所 得べ 一 スの貧 困率 が 当初

所 得ベ ー ス よ りも低 か った のは 、無業 の

1人 親 世 帯 の み だ っ た(Whitefbrdand

Adema2007:18,25)。 つ ま り 日本 で は 、

無 業 の1人 親 世帯 を別 として 、税 ・社 会

保 障 が貧 困 な子 どもを増 して い るの で あ

る。

さ らに、OECD26か 国につ い て子 ども

がい る労働 年齢 世 帯 の貧 困率 を見 る と、

2000年 の 日本 の1人 親 世帯 で は、有 業 の

場合 で58%と 、 トル コにつ い で高 い。 無

業 の1人 親 で は52%で 有業 の場 合 よ り低

く、26か 国の なか で とくに高 いわ けで は

ない。 有業 の場 合 が無 業 よ りも貧 困 率が

高 か った のは 、 トル コ、 日本 、 ギ リシア

のみで あ る(Jones2007:24)。1人 親 世

帯 の ほ とん どは母子 世 帯 で ある。 日本 の

母子 世 帯 では母 親 が働 く方 が貧 困 率 が高

く、働 く と再分 配 はマ イナ ス に なっ て し

ま うの だ。 以上 を逆 機 能 とい わず して何

と呼ぶ べ きか。

最 後 に 、2000年 前後 の純 移 転(公 的給

付 か ら税 負 担 を控 除)を 見 よ う。 日本 で

は、所 得 階層 の第 一5分 位(最 下層20%)

は給付 の15.7%を 受 け(OECD27か 国 平

均 は22。8%)、 税 負担 の7。4%を 納 めて い

た(OECD平 均 は4.0%)。 この最 下層

20%へ の純 移転 は 、 その グル ー プの 世帯

可 処 分 所 得 のL3%に す ぎ な か っ た

(OECD平 均 は4.0%)。 最 下層20%が 受

けた給 付 は、 第五5分 位(最 上層20%)

が受 けた給 付 の0.8倍 と(OECD平 均 は

2.1倍)、 最 上層 へ の給 付 の ほ うが大 き か

った ので あ る(Jones2007:22)。 最 下層

の大多 数 は一人 暮 ら しの 女性 高齢 者 や母

子 世帯 で あ る こ とに 注意 しな けれ ばな ら

参 い。

以上 の デー タ は2000年 前 後 に止 ま っ

てい る。 国民会 議 は 、 こ うしたデ ー タ の

その後 を 自 ら真 摯 に追 跡す るべ きだ っ た

と考 え られ る。 しか し、 国民 会議 の 報告

書 は貧 困 率 には全 く言 及 してい ない。 社

会保 障の再 分配 効果 にか ん して も、 国際

比 較 は全 く顧慮 して い ない。

ま とめ よ う。2000年 前後 の市場所 得 レ

ベ ル では 、 日本 の 不平 等 も貧 困 も他 国 と

比 べ て大 き くはな か った が 、それ 以後 は
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非 正規化 が さ らに進 み賃金 率 も低 下 して

お り、市場 所得 レベ ル の状 況 が悪化 した

と考 え ざる をえ ない。 したが って税 ・社

会保 障制度 を根 本 的 に再構 築 しない か ぎ

り、可 処分 所得 レベ ル の不 平等 と貧 困は

憂 慮す べ き度合 い に達 し、個 人消 費 の伸

び も と うてい期 待 で きな いだ ろ う。 そ こ

に経済 危機 が襲 った のだ。 誰 が どの よ う

に雇 用 を失 い 、所得 も失 った の か。

4.諸 外 国 よ り も粗 放 な失 業 時 の 生 活

保 障

国 際労働 機 関ILOが2009年3,月 下旬

に発表 した報告 書 『金 融経 済危 機一 デ ィ

ー セ ン トワー ク とい う対応 』 に よれ ば、

OECD諸 国 の半数 以 上で 、失 業者 の過 半

数 が給 付 を受 けてい ない とい う。 中国、

日本 、米 国 、カナ ダ 、英 国、 フ ラ ンス、

ドイ ツ の7か 国 につ い て、統 計 が とれ る

直 近 の時 点 で失業 給 付 を受 けて い ない失

業 者 の比率 が 図 示 され 、 日本 は77%で 、

中 国の84%に っ いで 高 か った。 い っぽ う

ドイ ツの数 値 は6%と 桁 違 い に低 く、 フ

ラ ンス は20%で 、米 国 が59%、 カナ ダ は

56%、 英 国は45%だ っ た(ILO2009:figure

5)。

大 陸西 欧諸 国 では 、失 業時 の所 得補 償

のセ ー フテ ィネ ッ トも密 で あ り、 ア ング

ロサ ク ソン諸 国 では 、そ のネ ッ トも粗 で

あ る こ とが 、そ こに示唆 され て い る。 日

本 では4人 の失 業者 の うち3人 以上 がネ

ッ トか ら漏 れ る とい うよ うに、 ア ング ロ

サ ク ソン諸 国以上 に ネ ッ トが粗放 だ った

のだ。

労働 力調 査 や厚 生 労働省 の雇用保 険事

業 年報 で確 か める と、77-78%程 度 とい

う比 率 は2004年 度 か ら続 い てお り(2002

年 に は約70%)、 今 回の経 済 危 機 に よっ

て 現 出 した もので は ない。ILOと は逆 に

失 業者数 にた いす る受 給者 数 を見 る と、

近年 には男 女 とも低 下 して きたが 、性 別

で は図2(46頁)の よ うに、 明 らか に女

性 の ほ うが受給 者 の割合 が高 い。

失業 給付 を受 け るた めに は、そ もそ も

雇 用保 険 を適用 され てい な くて はな らな

い。 そ の適 用 の条 件 は 、1週 間の所 定労

働 時 間が20時 間以上 で あ り、か つ1年 以

上 引 き続 き雇用 され る と見 込 まれ る こ と

だっ た。2007年 の 「就 業形 態 の多 様化 に

関す る総合 実態 調査 」 に よれ ば、 正社 員

で あれ ば99%が 適 用 され て い るが、 非正

規 で は60%に す ぎず 、 うちパ ー トは48%、

臨時的 雇用 者 では31%に す ぎな い。

そ こで 、役員 を除 く雇用 者 に 占め る非

正 規 の職員 ・従 業員 の割合 をや や 長 期 に

つ い て見 る と、女性 では1984年 の29.0%

か ら2008年1-3月 の54.2%ま で上 昇 し、

同時期 に男 性 で は7.7%か ら18。7%に 上

昇 した。年 齢 階級 別 で は、1990年 代 以 降、

女 性 の15-24歳 と45歳 以 上 の層 で 、大幅

な非正 規化 が起 こっ た。 これ に たい して

男 性 の非 正規化 は2000年 代 に入 って若 年

層 で進 ん だが 、最 近 で は歯 止 め がか か っ

てい た(い うまで もな く、2008年 度 後半

か らさ らに非正 規化 す る恐 れ が あ る)。

そ うした非 正規 の比 率 の男 女差 を反 映

して 、雇用 者(役 員 を除 く)の うち雇 用

保 険被 保 険者 が 占め る比 率 は、近 年 、男

性 で は75%以 上 で あ るが 、女性 では62-

63%に す ぎ ない(「 雇 用保 険事業 年 報」各

年 版 よ り算 出)。

失業 は と くに男性 の受難 で あ る とみ な

され が ちだ。日本 で失業 率 が4%を 越 えた

1990年 代末 か ら、男性 の 率 のほ うが 女性

よ りも0.5%前 後 高 い 状 態 が続 い て き た

のは事 実 で あ る。年 齢 階級 別 で は15-24
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歳 、および とくに55-64歳 の男性の失業

率が高いために、年齢平均の失業率で男

性 のほ うが高かった。 しか し25-44歳 、

なかで も35-44歳 では、女性の失業率の

ほ うが高かったのだ。2002年 の5.4%を

ピークとして完全失業率(季 節調整値)

は低下 したが、昨年10月 か らはっきりと

上昇に転 じた。女性 の失業率のほ うが急

上昇 して(1.月 は男女 とも若干低下)、 今

年2.月 には男女 とも4.4%と 並んだ。っ

ま り今回の経済危機 では、女性 の失業 も

著 しい。

失業期間の分布 も軽視できない。2006

年の主要国について、失業期間別 の失業

者の構成を比べると、図3(47頁)の よ

うに、失業期間はア ングロサ クソン諸 国

で短 く、南欧 と大陸西欧諸国で長い こと、

北欧諸国はその中間であることが分かる。

日本のグラフの形状はスペイ ンに近 く、

失業期間の分布の面で、 日本の事情は大

陸西欧お よび南欧諸国に近似 していると

いえよ う。2001-2006年 の 日本について

性別 に失業期 間の構成の推移 を見 ると、1

年 間以上失業 してい る者の比率は、男性

で2001年 の30%程 度か ら2006年 の40%

程度、女性では同期間に22%前 後(2001

年は18%)で ある。男性 の失業期間が長

く、この間にも長期化 してきたのにたい

して、女性では一貫 して6か 月未満が過

半で、長期化 した とはいえない。

景気回復期 間で も、女性では非正規化

によって労働市場の内部で排 除される度

合いが深 ま り、男性 は失業が長期化す る

とい う形 で社会的に排除 されてきた とい

えよう。 このよ うに失業期間が男性 での

み長期化 したために、失業給付 を受ける

失業者の比率が男性 では女性 の半分程度

と低 くなった と考え られる。

とい うのは 日本では、失業が1年 を越

える者 には給付が存在 しないか らである。

雇用保 険の失業給付 を受 けるための条件

は、① 一般の離職の場合 は、離職 以前の

2年 間に被保険者だった期 間が!2か 月以

上あること、② 倒産 、解雇等による離職

の場合は、離職以前 の1年 間に被保険者

だった期 間が6か 月以上あることだった。

失業給付 の基本手当の 日額は離職前賃金

の80-50%を 原則 とし、低賃金だ った者

に高い代替率 となる。給付 目数 は、離職

理 由、年齢、被保 険者だった期 間の長 さ

によって、90日 か ら最:長330日 と幅があ

る。②の倒産、解雇等 による離職の場合

が、給付 日数が長 く、①の一般離職では、

年齢によらず、20年 以上の被保険者期 間

があって も給付 は150日 までである。

また、非正規労働者 の多 くは期間 を定

めて雇用 されてい るが、その 「雇止め」

(労働契約 を更新 しない こと)は 、本人の

更新希望の有無にかかわ らず、「倒産、解

雇等」 とは認 められなかった。そ こで受

給資格 のハー ドルは高 くな り、給付 日数

は短めであ る。以上 を前提 として、失業

給付の うち一般求職者給付の基本手 当の

受給者実人員(年 度平均)の 推移 を見る

と、女性の比率が2002年 の47%程 度か ら

2006年 の57%程 度へ と高まってきた。

上記のよ うに 日本の雇用保険の給付は、

従前所得の代替であって(相 対的)貧 困を

防止するための最低保障はな く、受給 し

ていて も貧困を免れ るとはかぎらない。

それで も受給できなけれ ば貧 困になる確

率はまちがいなく高い。失業 の うえに貧

困 と社会的排除が多重になるのであ り、

男性でその傾 向が強 まったのであ る。
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5.排 除の装 置 と化 した年金 制度

1990年 代後半以来、雇用者の社会保 険

が収縮 し、短時間労働者 ・自営業者や無

職者の社会保険制度が膨張 してきた。 そ

れ は、社会保険料負担を回避 しようとす

る事業主の傾向が強まったた めと考え ら

れ る。 とくに年金制度では、社会保険庁

の職員 も手を貸 して、事業主が制度か ら

偽装脱退 した り保険料納付記録 を改窟す

る といった 「脱法性 」が広がっている。

厚生年金 では、1997年 度 をピークとし

て2003年 度末までに、被保険者は135万

人減少、事業所数 も8万5000(5.0%)減

少 した。 こうした減少のある部分 は、フ

ル タイム雇用者が絞 り込まれたこ とを反

映 しているだろ う。 だが同時に、労働市

場の非正規化を反映す るに とどま らず、

社会保険制度その ものが労働力 のパー ト

化 を招いてい る面を見逃 してはなるまい。

フルタイムで長期に雇用 され る労働者、

つま り 「男性稼 ぎ主」 をモデル受給者 と

し、拠出 ・給付の条件 に段差がある縦割

りの制度体系のもとで、労働時間がフル

タイムの4分 の3未 満のパー ト労働者 に

は、健保 も厚生年金 も適用せず にすみ、

社会保険料の事業主負担分 を削減できる

か らだ。 しか も、厚生年金の収縮の相 当

部分 は、いわば制度 からの違法な逃避、

いいかえれば脱法性 によると推測できる。

2004年6月 には年金制度が改革 された

が、それ は排除 と脱法性 を生む 「段差 ・

縦割 り」 の制度体系 を変更するものでは

なかった。2006年9月15日 に公表 された

総務省 による厚生年金の行政評価 ・監視

結果では、2005年8月 か ら11月 にかけて

の調査期間に、適用漏れの恐れのある事

業所の数が63万 か ら70万(本 来適用す る

べき事業所総数 の約3割) 、適用漏れの恐

れのある被保険者数 が267万 人(本 来適

用するべき被保険者総数の約7%)に の

ぼるとい う。

そ して2007年 初夏か らは、5000万 件 に

のぼる 「年金記録問題」がクローズア ッ

プされた。まず問題 になったのは、「不明

年金記録」または 「宙に浮いた年金記録」

だったが、納めたはずの保険料 の記録 が

ない とい う 「消えた年金記録」も追って

注 目された。

5000万 件 の 「宙に浮いた年金記録」 と

は、社会保険庁が管理 してい る年金保険

料の納付記録のなかで、誰 が納付 したの

か分からない ものを さす。その大部分は、

1997年 以前 に転職や結婚 を して複数 の

年金 手帳 を もってい た人々 とされ る。

2007年5.月 中旬までは、社会保険庁をは

じめ政府 ・与党は、「不明年金記録」の 「持

ち主」 をあ らためて調査す ることには消

極的だ った。安倍晋三首相 自身 は 「いた

ず らに不安 をあおってはいけない」 と国

会答弁 していたのである。 しか し、給付

漏れ になっているケースが少なくないこ

とが、続 々と明るみ に出て、国民の不信

と怒 りを買った。

そこで政府 は6月14日 に、年金記録問

題 が発生 した経緯 ・原因や責任の所在な

どについて調査 ・検証をお こな う 「年金

記録問題検証委員会」を総務省 に設置 し、

さらに社会保険庁 の年金記録 の訂 正にか

ん して公正な判断を示す 「年金記録確認

第三者委員会」を総務省 に設置 した。 し

か し、安倍 内閣の対処が後手に回った こ

とは明 らかで、いっそ う不信 を招 いた。

それが、7月 の参議院選挙で与党 が惨敗

す る原 因の1つ とな り、結局は安倍内閣

の命運 を絶 った。

年金記録 問題検証委員会は2007年10月
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31日 に報告書 を提出 した。検証委員会は

「消 えた年金記録」について は、社会保

険事務所や市区町村等の職員 による保険

料の横領 は検証 したものの、その他 の原

因には踏み込まなかった。「消えた年金記

録」にかんする検証委員会のそ うした対

応が不十分だった ことは、2008年 夏以降

の事態の展開によって明 らかにな った。

とい うのは、この問題は正確 には 「消

された記録」、っま り改竃問題 であ り、改

窟 に社会保険庁の職員の関与が少 なくな

かったことが露呈 したか らだ。社会保険

庁職員 が関与する とは、事業主による改

窟や偽装脱退 を、職員 が黙認する とい う

以上に、促 し助 けるようなケースである。

社会保 険事務所に とっては、それ らが保

険料納付率の 「分母」を小 さくし、社会

保険事務所の 「成績」である納付 率を底

上げす る方法 になるのである。

舛添要一厚生労働大臣は、2008年9月

18目 の参議院厚生労働委員会で、改窟の

可能性がきわめて高い記録が6万9000件

あることを明 らかに し、社会保険庁職員

の組織的関与があった と思 うと認 めた。

しかも、 この6万9000件 が氷 山の一角 に

過 ぎない こともす ぐに表面化 した。年金

記録確認第三者委員会 の調査や 関係者 の

証言か ら絞 られ た典型的な改窟の手 口は

① 標準報酬 を5等 級 以上引 き下 げる、

②6か 月以上 さかのぼって標準報酬 を引

き下げる、③ 標準報酬を引き下げた直後

に資格喪失(適 用 しな くな る)、 である。

6万9000と は、これ ら3つ の手 口がすべ

て揃 っているケースの数 にす ぎない。3

つのいずれかが見 られるケースは、重複

部分 も含 めて144万 件 と推計 された(『朝

日新聞』2008年10月17日 付)。

舛添厚労相 は10月 初旬に直属の 「標準

報酬遡及訂 正事案等 に関す る調 査委員

会」(委 員長:野 村修也 中央大学法科 大

学院教授)を 発足 させた。ただ し調査対

象は上記の6万9000件 に限られた。11月

28日 に提 出された報告書によると、さか

のぼって引き下げた標準報酬月額の引き

下げ総額が、当該事業所 の滞納保 険料総

額 と一致 していたケースが 「少 なか らず」

発見 された。滞納保険料を相殺す るため

の改窟であることを強 く示唆す るもので、

改蜜に 「社会保険事務所の現場 レベルで

の 「組織性」は存在 していた」 と結論 さ

れた(平 成20年11月28日 「標準報酬遡及

訂正事案等 に関す る調査委員会報告書の

概 要 」ht〃wwwmhlwo'/toics/2008/

12/dl/tpl201-4a.pdf)Q

事業主が納 めるべき保険料 を横領 し、

それが標準報酬の引き下げを伴っていな

いケースが存在す ることも明るみに出て

お り、消 された年金保険料は上記の最大

144万 件ではすまない。そ して1986年2

月以前に入力 され、改窟があったか どう

か分からない記録 は、件数す ら不明であ

る(『 朝 日新聞』2008年10月3日 付)。

事業主による年金記録の消去 を黙認 ど

ころか促進す るとは、まさに制度 を管轄

す る機関である社会保険庁が率先 した脱

法性である。 日本の社会保険制度 はたん

に空洞化 しているのではな く、巨大な排

除の装置 と化 してい ると述べ るゆえんで

ある.
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図1

図 OECD諸 国の子どもの貧困率、税 ・移転の前と後、

1980年代、1990年代なかば、2000年前後

注)「 税 ・移 転 前 」 は市 場 所 得 ベ ー ス の貧 困 を示 し、 「税 ・移 転 後 」 は税 を支 払 い 現 金給 付 を受 け た

の ち の可 処 分 所 得 べ 一 ス の貧 困 を示 す 。 諸 国 は 、2000年 前 後 の 「税 ・移 転 後 」 所 得 ベ ー ス の

貧 困率 が高 い 順 に 、 ア メ リカ か らデ ンマ ー クま で 並べ て あ る。

出所)WhitefbrdandAdema2007:Table2.

図2

失業者数と失業給付受給者数、性別の推移

出所)総 務省統計局労働力調査 より年度平均 の失業者数 、厚生労働省雇 用保険事業年報 より
一般求職者給付の基本 手当の受給者 実人員(年 度平均)

。
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図3

失業期 間別 の構成比(2006年)

出所)労 働政 策研 究 ・研修機 構HPデ ー タブ ック国際労働 比較(2008)第4-6表 より作成
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